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令和８年５月分 

 

番 号      件        名             日         ページ   主務課 

 

規 則 
 
 ４７  群馬県行政手続における特定の個人を識別するための番 

号の利用等に関する法律施行条例施行規則の一部を改正 

する規則                      １２           ２    ＤＸ 

 ４８  群馬県高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処分等措置費用 

徴収条例施行規則の一部を改正する規則        １９           ２    廃リ 

４９  群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例関係代 

執行費用徴収条例施行規則の一部を改正する規則    １９           ２    廃リ 

５０  群馬県産業廃棄物支障除去等措置費用徴収条例施行規則 

の一部を改正する規則                １９           ２    廃リ 

５１  群馬県森林法関係代執行費用徴収条例施行規則の一部を 

改正する規則                    １９           ３     森 

 ５２  群馬県災害救助法施行細則の一部を改正する規則    ２９           ２    危管 

 

告 示 
 
１３６  土壌汚染対策法による区域の指定            １           ２    環保 

１３７  特定計量器の定期検査の実施              ８           ２     産 

１３８  公金事務の委託                   １２           ３     住 

１３９  定例県議会の招集                  １４（号外第１号）    ２     財 

１４０  公金事務の委託                   １９           ４    戦企 

１４１  同                         １９           ４    戦企 

１４２  毒物劇物取扱者試験の実施              １９           ４     薬 

１４３  令和７年度群馬県食品安全基本条例の運用状況     ２２           ２   食生衛 

１４４  保安林予定森林                   ２２           ２     森 

１４５  土地収用法に基づく収用又は使用の手続開始      ２６           ２     監 

１４６  道路の区域変更                   ２６           ２    道管 

１４７  道路の供用開始                   ２６           ２    道管 

１４８  道路の区域変更                   ２９           ３    道管 

１４９  同                         ２９           ３    道管 

 

公 告 
 

開発工事の完了                    ７           ２     建 

     同                          ７           ２     建 

土地改良事業計画の決定に係る縦覧          １５           ２    農整 

開発工事の完了                   １５           ２     建 

都市計画事業の認可                 ２２           ２    都整 

開発工事の完了                   ２２           ３     建 

     都市計画用途地域の変更に係る縦覧          ２６           ３     都 

都市計画地区計画の変更に係る縦覧          ２６           ３     都 

同                         ２６           ３     都 

同                         ２６           ４     都 

同                         ２６           ４     都 

定期 

 ５／１  第１０３９３号 

～ 

 ５／２９ 第１０４０１号 

号外 
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開発工事の完了                   ２６           ４     建 

     土地改良区役員の就退任の届出            ２９           ３    農整 

同                         ２９           ４    農整 

土地改良区役員の就任の届出             ２９           ４    農整 

同                         ２９           ４    農整 

同                         ２９           ５    農整 

土地改良区連合役員の就任の届出           ２９           ５    農整 

道路の位置の指定                  ２９           ６     建 

 

選挙管理委員会告示 
 
 ４２  選挙権を有する者の５０分の１の数等         １５           ２ 

 ４３  政治活動のために寄附を受け、又は支出をすることがで 

きない団体                     ２９           ７ 

４４  政治団体の名称等                  ２９           ７ 

４５  政治団体の異動事項                 ２９           ８ 

４６  政治団体の解散届出                 ２９           ９ 

４７  資金管理団体の名称等                ２９           ９ 

４８  資金管理団体の指定の取消し等            ２９          １０ 

 

公 安 委 員 会 規 則 
 
  ６  群馬県公安委員会の所管する行政手続等における情報通 

信の技術の利用に関する規則             １９           ５     務 

 

警 察 本 部 告 示 
 
  ４  群馬県公安委員会等の所管する行政手続等における情報 

通信の技術の利用に関する細則を廃止する告示     １９           ５     務 

５  群馬県警察本部長等の所管する条例等を根拠とする行政 

手続等における情報通信の技術の利用に関する規程の一 

部を改正する告示                  １９           ６     務 

 

労 働 委 員 会 告 示 
 
  ２  地方公営企業等の労働関係に関する法律第５条第２項の 

規定による認定                    ７           ２ 

 

入 札 公 告 
 
     一般競争入札の実施                  ８           ３     総 

     同                         １５           ３    警会 

     同                         １９           ６     会 

 

落 札 
 
     落札者等の決定                    １           ２     水 

     同                          １           ２    県一 

     同                         １２           ３     市 

     同                         ２２           ３    警会 

     同                         ２２           ４    警会 

     同                         ２６           ４    ＤＸ 

     同                         ２９          １０    がセ 
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